
JP 2008-55400 A 2008.3.13

10

(57)【要約】
【課題】塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を水で希
釈し殺菌用水を生成する方法において、希釈水が軟水で
あってもｐＨが必要以上に低くならない殺菌用水の生成
方法を提供することである。
【解決手段】本課題を解決するために、上流側及び下流
側の２の電解槽を通液路で直列に接合し、塩酸をまず上
流側の電解槽で電解し、続いて下流側の電解槽で、対向
する電極間の電圧を、上流側の電解槽の対向する電極間
の電圧より高くして電解した後、排出された電解液を希
釈用水で希釈し殺菌用水を生成する方法とした。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を希釈用水で希釈して殺菌用水を作る方法におい
て、上流側及び下流側の２の電解槽を通液路で直列に接合し、塩酸を該上流側の電解槽で
電解し、該上流側の電解槽から排出された電解液を、前記通液路を通して前記下流側の電
解槽に導き、該下流側の電解槽で、対向する電極間の電圧を、前記上流側の電解槽の対向
する電極間の電圧より高くして電解した後、電解液を排出し、該排出された電解液を希釈
用水で希釈し殺菌用水を生成することを特徴とする殺菌用水生成法
【請求項２】
前記下流側の電解槽の対向する電極間の電圧が、前記上流側の電解槽の対向する電極間の
電圧の１．１倍以上、３．０倍以下であること、より望ましくは１．５倍以上、２．５倍
以下であることを特徴とする請求項１記載の殺菌用水生成法
【請求項３】
前記上流側の電解槽及び前記下流側の電解槽に電解電流を供給する電源がそれぞれ独立し
ており、供給電圧および電流を設定できるものであることを特徴とする請求項１ないし請
求項２記載の殺菌用水生成法
【請求項４】
前記上流側の電解槽及び前記下流側の電解槽に電解電流を供給する電源が共通であり、各
電解槽への電気の供給回路を工夫することにより、前記上流側の電解槽及び前記下流側の
電解槽のそれぞれ対向する電極間の電圧を変化させる構造であることを特徴とする請求項
１ないし請求項２記載の殺菌用水生成法
【請求項５】
電解状態の制御が、前記上流側の電解槽に供給される電流値、もしくは前記下流側の電解
槽に供給される電流値、もしくは前記上流側の電解槽に供給される電流値と前記下流側の
電解槽に供給される電流値の合計値に基づいて行われることを特徴とする、請求項１ない
し請求項４記載の殺菌用水生成法
【請求項６】
前記希釈用水の流路にエジェクターを配設し、前記下流側の電解槽の電解液排出口と該エ
ジェクターの吸引口が管路で連結してあり、前記希釈用水の流れを駆動力として、前記下
流側の電解槽から電解液を希釈用水の流れの中に吸引し希釈する方法であることを特徴と
する請求項１ないし請求項５に記載の殺菌用水生成法
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を水で希釈し殺菌用水を生成する技術に関
する。より詳しくは、流路で直列に接合した２の電解槽で、塩酸の電解を継続して行い、
電解液を水で希釈し殺菌用水を生成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
塩酸を電気分解し、電解液を水で希釈し殺菌用水を生成する技術は従来から知られている
。例えば特許文献１には、希塩酸を無隔膜電解槽で電気分解し、次亜塩素酸の希薄溶液で
ある微酸性電解水を生成する技術が開示されている。特許文献１によると、希塩酸に含ま
れる塩素イオンが電解され生成した塩素が水と反応して次亜塩素酸が生ずるという。
【０００３】
また、２の電解槽を使用する技術についても既に開示された技術が存在する。特許文献２
には、第一の隔膜式電解槽の陽極室で生成した酸性水を貯蔵槽に貯蔵しておき、貯蔵中に
劣化によって酸性水の特性値が所定の値を外れた場合は第二の隔膜式電解槽で電解し、所
定の特性値の酸性水を陽極側から取り出すという。つまり第二の電解槽を設置した目的は
、貯留槽に貯留し使用中の酸性水の効果が低くなったときに、酸性水を再度電解し所定の
効果を持つ酸性水に変換し、水の無駄をなくして利用することという。従って、酸性水を



(3) JP 2008-55400 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

生成するときに、２の電解槽で継続して電解を行うのではなく、酸性水の生成自体は第一
の電解槽で完結するのであるが、生成後貯留しておいたものが劣化した場合に、再度電解
し、劣化した酸性水の全てを廃棄する無駄を避ける目的と考えられる。その目的には本来
であれば１の電解槽で可能であるが、２の電解槽を具備した理由は、劣化した酸性水を電
解するとき１の電解槽では、新規の電解ができなくなるのを避けるためと推測される。
【０００４】
一方、特許文献３には、隔膜式電解槽２以上を具備した電解水の生成に関する技術が開示
してある。この技術は、一次電解槽で電解生成された、陽極水あるいは陰極水あるいはそ
れらの混合物を二次以降の電解槽で再度電解し使用目的に応じた電解水を生成するのが目
的という。また、従来隔膜式電解槽を使った電解では陰極側と陽極側でそれぞれ異なった
性質の電解水が得られるが、目的とする電解水の他方の電解水は殆ど役に立たないものと
して捨てられていたが、その役にたたないほうの電解水を利用できる性質にすることも目
的という。
【特許文献１】特願平８－３０９９２０号
【特許文献２】特願平７－２０４１９１号
【特許文献３】特願平８－１４５３４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
塩酸を電解し、電解液を水で希釈して生成された殺菌用水の殺菌成分は分子状次亜塩素酸
であることは知られている。分子状次亜塩素酸は溶液の液性によって存在形態が変化する
。ｐＨが高いと次亜塩素酸イオンに変化し殺菌効果を失う。逆に低すぎると塩素ガスとな
り不安定になり保存性がなくなる。適正なｐＨは４～６．５とされている。塩酸を電解し
て殺菌用水を生成する方法では、ｐＨを下げる操作は容易であるが、高くするのは容易で
はない。ｐＨに影響を与えるのは塩酸の電解率と希釈水の硬度である。軟水を希釈水とす
るとｐＨは低くなるので、それを避けるには塩酸の電解率を高くすることが必須なのであ
る。
【０００６】
ところで、特許文献１に開示された方法は、原料として塩酸のみを使用しているため、希
釈水が軟水などのように中和成分が少ないとｐＨが低くなるのである。一方、電解率を高
めるためには塩酸濃度の下がった液を電解する必要があるので当初の電圧より高い電圧で
電解する必要がある。特許文献１に示されているような１の電解槽でこのような作用をす
るには、電解槽内の液を滞留した状態にし、異なる電圧で２回以上の電解を行う必要があ
り、生成効率が著しく低下する。又、特許文献１には電圧変動操作に関する記述はなく、
流下方式の生成に関する記述があるので、ｐＨの調整は困難であり、軟水を希釈水とした
ときのｐＨ低下は免れないのである。
【０００７】
特許文献２の方法は、２の電解槽を使用しているが、電解水のｐＨの調整が目的ではない
。それぞれの電解槽の電解電圧にも言及はなく、電圧を変えて電解率を上げる趣旨でもな
い。目的は劣化した電解水の廃棄を避けるための再電解であるが、第２の電解槽にも隔膜
式電解槽を使用しているため、再電解でも約半分の水は捨てられ、発明者の目的は半分し
か達成されない。さらに、再電解することを前提にするなら、第一の電解でほぼ全ての原
料を電解するのでなく、一部を未電解のまま残しておく必要があり、電解水の性質上好ま
しくない。
【０００８】
特許文献３の方法は、やはり複数の電解槽を使用しているが、何れも隔膜式電解槽を使っ
ており、ｐＨを調整することは目的ではなく、目的とする電解水が生成される極と反対の
極で生成される電解水の無駄を減らすことや、二度以上の電解で目的の性質の電解水を得
ることである。しかし、いずれの電解槽も隔膜式電解槽であるため最終的に２種類の電解
水が生成され、発明者の目的は十分に果たせないと推測される。また、電解条件について
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の言及はないが、一連の電解槽全体の役割は単に１の電解槽で、電解槽の電極や容量を大
きくしたり、電解槽への原液の供給量を減らして滞留時間を長くし、原料の電解率を高く
するのと同じ効果であり、特に電解槽を複数具備したことによる格別の効果は期待できな
い。さらに特許文献２と同様に、再電解することを前提にしており、第一の電解でほぼ全
ての原料を電解するのでなく、一部を未電解のまま残しておく必要があり、電解水の性質
上好ましくない。
【０００９】
本発明が解決しようとする課題は、塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を水で希釈し殺
菌用水を生成する方法において、希釈水が軟水であってもｐＨが必要以上に低くならない
殺菌用水の生成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本課題を解決するための請求項１の発明は、塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を希釈
用水で希釈して殺菌用水を作る方法において、上流側及び下流側の２の電解槽を通液路で
直列に接合し、塩酸をまず上流側の電解槽で電解し、上流側の電解槽から排出された電解
液を、通液路を通して下流側の電解槽に導き、下流側の電解槽で、対向する電極間の電圧
を、上流側の電解槽の対向する電極間の電圧より高くして電解した後、排出された電解液
を希釈用水で希釈し殺菌用水を生成する方法としたものである。この方法により、上流側
の電解槽で電解され、原料の塩酸が減少し電気抵抗の高くなった電解液でも、より高い電
圧で電解を進めることができるのである。その結果、残った塩酸が電解され、希釈生成さ
れた殺菌用水は、希釈水が軟水でも必要以上に低ｐＨになることはない。
【００１１】
本課題を解決するための請求項２の発明は、下流側の電解槽の対向する電極間の電圧が、
上流側の電解槽の対向する電極間の電圧の１．１倍以上、３．０倍以下であること、より
望ましくは１．５倍以上、２．５倍以下であることとしたものである。下流側の電解槽に
流入する電解液は、既に上流側の電解槽で電解されているために、塩酸濃度は低下し、上
流側に流入する原液より電気抵抗が高くなっている。そこで、さらに電解を進めるために
は上流側より高い電圧をかける必要があるが、あまりに高すぎると、副生成物である塩素
酸類が生成し、食品等の殺菌に用いる殺菌用水としては好ましくない。電解効率が高く、
副生成物を生成しない、下流側電解槽の対向する電極間電圧の範囲が、上流側の電解槽の
対向する電極間電圧の１．１倍以上３．０倍以下、より望ましくは１．５倍以上２．５倍
以下なのである。
【００１２】
本課題を解決するための請求項３の発明は、上流側の電解槽及び下流側の電解槽に電解電
流を供給する電源がそれぞれ独立していて、供給電圧および電流を設定できることとした
ものである。前述の通り、上流と下流の電解槽は異なる電圧で電解するので、それぞれ独
立した電源を用いた。これにより、個々に電圧と電流値を設定することが可能で、最も効
率的な電解条件を設定することが可能である。
【００１３】
一方、本課題を解決するための請求項４の発明は、上流側の電解槽及び下流側の電解槽に
電解電流を供給する電源が共通であり、各電解槽への電気の供給回路を工夫することによ
り、上流側の電解槽及び下流側の電解槽のそれぞれ対向する電極間の電圧を変化させる構
造としたものである。この方法は１個の電源から上流および下流の電解槽に電気が供給さ
れるもので、それぞれの電解槽と電源の間に電圧又は電流あるいは両方を調節する回路を
配置して、それぞれの電解槽の望ましい電解条件を設定できるようにしたものである。こ
の方法では１個の電源で済むので、安価で、装置も小型にできるという利点がある。
【００１４】
本課題を解決するための請求項５の発明は、電解状態の制御が、上流側の電解槽に供給さ
れる電流値、もしくは下流側の電解槽に供給される電流値、もしくは上流側の電解槽に供
給される電流値と下流側の電解槽に供給される電流値の合計値に基づいて行われることと
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したものである。電解反応の生成物量は電流値を時間で積分した電気量と比例する。従っ
て電解状態を一定に制御するには、電流値を監視し、一定に保つように制御する方法が最
適である。実際の制御は一定の電流値を保つように塩酸の供給量を調節するのである。上
流側の電解槽の電流値を監視する方法では原料塩酸の供給量を電流に対して一定にするこ
とで生成物の量を一定に保つことが可能である。下流側の電解槽の電流値を監視する方法
では、最終的な電解物の濃度を監視することによって生成物の量を一定に保つことが可能
である。また、両方の電解槽に供給される電流値の合計値を監視する方法は片方の電解槽
の電解量を他方の電解槽が補うように作用することによって生成物の量を一定に保つこと
が可能なのである。
【００１５】
本課題を解決するための請求項６の発明は、希釈用水の流路にエジェクターを配設し、下
流側の電解槽の電解液排出口とエジェクターの吸引口が管路で連結してあり、希釈用水の
流れを駆動力として、下流側の電解槽から電解液を希釈用水の流れの中に吸引し希釈する
方法であることとした。このような構造とすることによって、２個の電解槽を液体が流れ
るときの圧力損失で、電解槽の内圧が過剰に高くなるのを回避できるのである。さらに、
上流側の電解槽への塩酸の供給にポンプを使う必要がないので、装置の小型化が可能であ
る。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の殺菌用水生成方法は、塩酸を無隔膜電解槽で電解し、電解液を希釈用水で希釈し
て殺菌用水を生成する方法において、上流側及び下流側の２の電解槽を通液路で直列に接
合し、塩酸を上流側の電解槽で電解し、排出された電解液を、通液路を通して下流側の電
解槽に導き、下流側の電解槽で、対向する電極間の電圧を、上流側の電解槽の対向する電
極間の電圧より高くして電解した後、排出された電解液を希釈用水で希釈し殺菌用水を生
成する方法としたことにより、塩酸の電解率を格段に高めることが可能になり、希釈水の
硬度が低くても適正なｐＨの殺菌用水を生成することを可能にした。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
図１は本発明の電解液を生成する方法の１例で、各電解槽毎に電解電源を配設した例を概
念図として示したものである。原料の塩酸は塩酸供給管路７から上流側電解槽１－１に流
入し、電解され通液路８を経て下流側電解槽１－２に流入し電解され排液路９から排出さ
れる。上流側電解槽には電源２－１から給電回路４－１により電解電気が供給される。給
電回路上には電流計３－１が配設されており、電解電流をモニターし、信号を制御装置６
に送っている。下流側電解槽１－２にも同様に電源、電流計が配設されている。
【００１８】
図２は本発明の電解液を生成する方法の１例で、１個の電解電源から電圧調整器を経て各
電解槽に送電する例を概念図として示したものである。１個の電源から電圧調整器１０－
１、１０－２を経てそれぞれ上流側電解槽、下流側電解槽に異なる電圧の電気が供給され
る。この例では電流モニター３は上流側の回路のみに配置されており、上流側電解槽の電
解電流のみで電解を制御する例である。塩酸の流れと電解槽の配置は図１と同様である
【００１９】
図３は本発明の電解液を生成する方法の１例で、１個の電解電源を使い、電極（１１）間
の電圧設定は、複極式電解槽の電極枚数を変えることにより行う例の概念図を示したもの
である。この例では上流側電解槽を４枚の電極で構成された複極式電解槽、下流側電解槽
を２枚の電極で構成した例である。このような構成の電解槽に同一の電源でそのまま電圧
をかけると、下流側電解槽の対向する電極間電圧は、上流側電解槽の対向する電極間電圧
の３倍となる。下流側電解槽の内部の液は上流側電解槽で電解を受けた後なので、上流側
より電気抵抗が高い。さらに下流側電解槽への給電回路上には電圧調整器が配設されてお
り、それらによって両電解槽への電流の配分が調整される。
【００２０】
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図４は本発明の電解液を生成する方法の１例で、同一筐体の中に横位置で、上流側電解槽
と下流側電解槽を配置した例である。両電解槽は何れも複極式であり、上流側は電極４枚
、下流側は電極３枚で構成されている。このように構成した電解槽に１台の電源で電気を
供給すると、下流側電解槽の対向する電極間電圧は、上流側電解槽の対向する電極間電圧
の１．５倍となる。下流側電解槽への給電回路上には図３の例と同様に電圧調整器が配設
されている。
【００２１】
図５は本発明の電解液を生成する方法の１例で、同一筐体の中に縦位置で、上流側電解槽
と下流側電解槽を配置した例である。機能は図４の例と同じで、この例では、下流側電解
槽の対向する電極間電圧は、上流側電解槽の対向する電極間電圧の２倍となる。
【００２２】
図６は本発明の電解液を生成する方法の１例で、パイプ状電極を同心円状に配置し、上流
側電解槽を３重のパイプで構成し、下流側電解槽を２重のパイプで構成した例である。又
、希釈水は最内部の電極の内部を希釈水流入口１９から流入し、殺菌用水排出口２０から
排出される。塩酸は塩酸供給管路７から上流側電解槽に供給され電解された後、通液路８
を経て下流側電解槽に流入し電解される。電解液は排液路９から排出され希釈水の流れに
混入希釈される。この構成では、下流側電解槽の対向する電極間電圧は、上流側電解槽の
対向する電極間電圧の２倍となる。
【実施例１】
【００２３】
図７は本発明の実施例のフロー図である。上流側電解槽および下流側電解槽は同一構成で
あり、電極は２０ｍｍ×１００ｍｍ、厚さ１ｍｍのチタン板で、陽極のみ表面を酸化イリ
ジウムで焼成被覆したものを使用しており、ホクエツ社製である。下流側電解槽の排液路
はエジェクター２５（ホクエツ社製）の吸引部に接合されており、希釈水の流下を駆動力
として、電解液を希釈水の流れの中に吸引混合するように構成されている。塩酸は６％重
量濃度に希釈したもので、２Ｌ容量の塩酸タンク２１に貯留され、エジェクターの吸引作
用とチューブポンプ２２（ホクエツ社製）の作用によって塩酸供給管路７を経て上流側電
解槽に供給される。チューブポンプは、塩酸が過剰に吸引されるのを防ぐ閉止弁としての
作用も持っている。上流側電解槽へ電気を供給する電源にはＭＳ－９－２（デンセイラム
ダ社製）を使用し、下流側電解槽の電源にはＺＷＳ－３０（デンセイラムダ社製）を使用
した。下流側電解槽への給電回路に電流計を設置し、下流側電解槽の電解電流を一定に保
つように塩酸の供給量を制御した。希釈水は電磁弁２３を通過し、流量調整弁２４で一定
流量に調整されてエジェクターに送られ、電解液を吸入混合希釈して排出されるようにし
た。この装置で総硬度２０ｐｐｍの希釈水を、流量１００Ｌ／ｈ、上流側電解槽を２Ｖ、
下流側電解槽を３Ｖ、４Ａで制御し運転したところ、有効塩素濃度２５ｐｐｍ、ｐＨ５．
８の殺菌用水が１００Ｌ／ｈで生成された。
【実施例２】
【００２４】
図８には本発明の別の実施例のフロー図を示した。電解槽（ホクエツ社製）は同一円筒筐
体の中に横位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を収納したものである。全ての電極は１
００ｍｍ×１００ｍｍの正方形のチタン板で、陽極側のみ酸化イリジウムで焼成被覆した
。上流側電解槽は４枚の電極で構成した複極式で、下流側電解槽は３枚の電極で構成した
複極式である。上流側と下流側の仕切板１６に空けた孔を通液路８とした。電源にはＭＳ
－１１－６（デンセイラムダ社製）１台を使用し両電解槽に電気を供給した。下流側電解
槽の給電回路上には電圧調整器を配設し，下流側電解槽の電解電圧を設定した。また、下
流側電解槽の給電回路上には電流計を配設し、下流側電解槽の電解電流を一定に保つよう
に塩酸の供給量を制御した。塩酸の供給管路上には塩酸用電磁弁２６を配設し、その開閉
によって塩酸の供給量を制御した。希釈水の流下方式は実施例１と同一である。６重量％
の塩酸は２Ｌの塩酸タンクに貯留し、上流側電解槽に供給した。この装置を用いて、希釈
水として総硬度１５ｐｐｍの水道水を３００Ｌ／ｈで供給し、上流側電解槽の計算極間電
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圧を２．２Ｖに設定し、下流側電解槽の計算極間電圧を３．０Ｖ、槽電流を７Ａで制御し
運転したところ、ｐＨ５．５、有効塩素濃度２０ｐｐｍの殺菌用水が３００Ｌ／ｈで得ら
れた。
【実施例３】
【００２５】
さらに、図９には本発明のまた別の実施例のフロー図を示した。電解槽（ホクエツ社製）
は同一円筒筐体の中に縦位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を収納したものである。電
極は２０ｍｍ×１００ｍｍ、厚さ１ｍｍのチタン板で、陽極および陽極側のみ表面を酸化
イリジウムで焼成被覆したものを使用している。上流側電解槽は電極３枚で構成した複極
式、下流側電解槽は電極２枚で構成されている。１個の電源ＶＳ７５Ｂ（デンセイラムダ
社製）から両電解槽に給電し、全電流値を一定に保つように塩酸の供給量を制御する仕組
みである。この装置で総硬度２０ｐｐｍの希釈水を、流量１００Ｌ／ｈ、上流側電解槽を
計算極間電圧２．２Ｖに設定し、下流側電解槽を極間電圧４．５Ｖ、５Ａで制御し運転し
たところ、有効塩素濃度２５ｐｐｍ、ｐＨ５．８の殺菌用水が１００Ｌ／ｈで生成された
。
【実施例４】
【００２６】
さらに図１０には本発明のまた別の実施例のフロー図を示した。電解槽（ホクエツ社製）
は同心円状に配置された円筒電極で構成されており、上流側電解槽は３重管、下流側は２
重管で構成されている。各電極は厚さ１．５ｍｍのチタン製パイプで、外径と有効長さは
それぞれ、最内部電極１２がφ３４．０ｍｍと４００ｍｍ、中間電極１３がφ４８．６ｍ
ｍと１８０ｍｍ、最外部電極１４がφ６０．５ｍｍと４００ｍｍであり、陽極及び陽極面
は酸化イリジウムで焼成被覆してある。最内部電極の内部を希釈水が流下し、最内部電極
の末端に配設されたエジェクター２５の作用で電解液を排液路９から希釈水の中に吸引混
合希釈するように配置されている。塩酸の供給構造は実施例２及び３と同一である。この
装置は全電流値を一定に保つように塩酸の供給量を制御する。電源はＨＷＳ１５０（デン
セイラムダ社製）１台で両電解槽を駆動するようになっている。この装置で、総硬度１５
ｐｐｍの水道水を６００Ｌ／ｈで供給し、上流側電解槽の計算極間電圧を２．２Ｖ、下流
側電解槽の極間電圧を４．５Ｖ、全電流を２０Ａで運転すると、ｐＨ５．８、有効塩素濃
度２０ｐｐｍの殺菌用水が６００Ｌ／ｈで得られた。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
本発明による方法は容易に装置化が可能で量産が可能であるので産業上の利用可能性は高
い。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】各電解槽毎に電解電源を配設した、電解液生成法の概念図である。
【図２】１個の電解電源から電圧調整器を経て各電解槽に送電する方式の、電解液生成法
の概念図である。
【図３】１個の電解電源を使い、電極間の電圧調整は、複極式電解槽の電極枚数を変える
ことにより行う方式の、電解液生成法の概念図である。
【図４】同一筐体の中に横位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を配置した電解液生成法
の概念図である。
【図５】同一筐体の中に縦位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を配置した電解液生成法
の概念図である。
【図６】パイプ状電極を同心円状に配置し、上流側電解槽を３重のパイプで構成し、下流
側電解槽を２重のパイプで構成した電解液生成法の概念図である。
【図７】上流側電解槽と下流側電解槽に独立の電源を配設した、殺菌用水生成装置のフロ
ー図である。
【図８】同一筐体の中に横位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を配置した電解槽を備え
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【図９】同一筐体の中に縦位置で、上流側電解槽と下流側電解槽を配置した電解槽を備え
た、殺菌用水生成装置のフロー図である。
【図１０】同心円状に配置された円筒電極で構成されした電解槽を備えた、殺菌用水生成
装置のフロー図である。
【符号の説明】
【００２９】
１－１　上流側電解槽
１－２　下流側電解槽
２　　　電解電源
２－１　上流側電解槽用電解電源
２－２　下流側電解槽用電解電源
３　　　電流計
３－１　上流側電解槽用電流計
３－２　下流側電解槽用電流計
４　　　給電回路
４－１　上流側電解槽用給電回路
４－２　下流側電解槽用給電回路
５　　　制御信号回路
６　　　制御装置
７　　　塩酸供給管路
８　　　通液路
９　　　排液路
１０　　電圧調整器
１０－１　　上流側電解装用電圧調整器
１０－２　　下流側電解装用電圧調整器
１１　　電極
１２　　最内部電極
１３　　中間電極
１４　　最外部電極
１５　　円筒式電解槽下部固定板
１６　　電解槽仕切板
１７　　円筒式電解槽上部固定板
１８　　塩酸供給溝
１９　　希釈水流入口
２０　　殺菌用水排出口
２１　　塩酸タンク
２２　　チューブポンプ
２３　　希釈水用電磁弁
２４　　流量調整弁
２５　　エジェクター
２６　　塩酸用電磁弁
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